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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

　当社は、株主や投資家の皆様をはじめとしてお取引先、従業員、地域社会の皆様等社会全体に対する経営の透明性を高め、公正かつ効率的
な企業運営を行うために、コーポレート・ガバナンスの充実、経営監視機能の強化を最も重要な課題として取り組んでおります。

　今後とも長期安定的な企業価値の向上を図り、より高い企業倫理観に根ざした事業活動の推進に努めてまいります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【原則４－10．任意の仕組みの活用】

　補充原則４－10－１

　　当社では、社内取締役一名、独立社外取締役一名、社外監査役一名から構成される任意の報酬委員会を設置しております。本報酬委員会
は、取締役報酬に関する取締役会からの諮問内容（社長報酬額、取締役報酬に関する方針（評価指標及び合計額）、ベンチマーク企業の報酬額
等外部環境調査等）に対して答申を実施しており、独自の決定権限は持ちません。

　　なお、役員の指名に関しては、２名の外国籍取締役を含む６名の社内取締役、２名の女性取締役を含む５名の社外取締役、２名の社外監査役
を含む３名の監査役から構成される取締役会において執行役員以上の任命について議論しており、一部の役員のみが参加する指名委員会と
いった機構に頼らずとも、透明性の高く、闊達な議論が実施する体制が担保されていると考えております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則１－４．政策保有株式】

　当社は、事業運営上の必要性や製販一体の取引関係の強化その他の理由を勘案し、中長期的な企業価値向上に資すると判断した政策保有株
式のみを取得し、保有しています。

　一方で、保有する政策保有株式についても、絶えず保有の是非を検討し、政策保有の必要性がなくなった場合には、適宜株価や市場動向を鑑
みて速やかに削減することに努めております。

　なお、保有株式の議決権行使に当たっては、投資先の株主共同の利益に資するものであるか、また取引先との関係強化に資するか等を総合的
に勘案し、適切に行使しております。

【原則１－７．関連当事者間の取引】

　当社と当社役員個人との直接取引及び当社取締役が代表となっている他団体や他会社との取引など会社法で定める利益相反取引について
は、当社の取締役会規程において取締役会で審議し、承認を得なければならないことを定めております。

【原則２－４．女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保】

　補充原則２－４－１

　当社は、管理職登用に際して、当該部門のミッションと候補者の能力並びに成長可能性を考慮し、その任務が当社と候補者本人の成長につな
がるような人材配置を心がけております。

　日本では、理工系学部・研究科に進学する女性の割合が低く、当社もまた機械系学科の労働市場において優秀な女性人材を確保することに伴
う困難を実感しております。そこで、当社では、当社に入社した女性従業員が最大限の力を発揮できるよう、男女の区別なく業務経験をつめるよう
にジョブローテーションや社内外の研修を通じた成長の機会を提供しています。また、「DMG MORI保育園」の設置に加え、高校卒業年齢に達する

まで利用可能な子女手当、託児所・保育所・幼稚園の費用を補助する保育費補助手当、最長二歳まで利用可能な育児休暇といった法令の要請を
上回る社内環境を整備することにより、一人ひとりの多様性を尊重した働き方を推進しています。同時に、一企業として日本社会のSDGs目標の達
成に貢献すべく、必要に応じて教育機関と連携し、女性の理工系研究者、技術者の支援を実施することで、機械系業界全体の脱「男社会」化に尽
力したいと考えています。管理職に占める女性の構成比率に関しては、現状7.5%を2025年までに15%以上に引き上げることを目標としております。

　また、管理職に占める外国籍人材の構成比率に関しては、現状2.5%であります。但し、グループ全体を見渡すと約12,000名の社員のうち、日本
国籍を有する従業員は約30%程度に留まり、残りの約70%に関しては、約60ヵ国の国に属する従業員によって構成されます。このような多様な外国
籍人材の中から、経営幹部に相応しい人材を選りすぐった上で当社の取締役（２名）及び執行役員（５名、2023年４月１日現在）として迎えて、当社
のグローバルな事業運営に反映する体制としております。将来的な構成比率に関しては、現在においても外国籍人材の意見が反映される体制は
担保されていると考えており、2030年までに５%程度となるものと想定しております。

　さらに、管理職に占める通年採用者の構成比率に関しては、現状25.6%であります。この数字には、当社の事業理念を理解し、当社の事業の繁
栄に貢献しようという気概のある才能あふれる人材であれば、工作機械業界における経験があるかないかを問わずに採用し、登用してきた当社
の実績が反映されているものと考えています。今後も、継続して社外から有能な人材を登用することにより、構成比率を現状水準で維持することを
指針としております。

【原則２－６．企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】

　当社は、2003年に従前の確定給付年金制度から確定拠出年金制度へ移行しており、企業年金の積立金の運用はなく、財政状態に与える影響
はありません。確定拠出年金につきましては、社員の資産形成を支援するため、説明会や社内報を通じて必要な情報提供を実施しております。

　また、海外の各子会社においては、各国の制度に従い適切な年金制度を導入・運用しております。



【原則３－１．情報開示の充実】

　（１） 当社ホームページにおいて、経営理念を掲載しております。

　（２） 当社ホームページにおいて、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方を掲載しております。

　（３） 当社では、社外取締役を除く取締役の報酬を、固定給部分、変動部分及び長期の業績連動報酬により構成する方針を採用しており、固定

給部分よりも業績連動部分の比重を高めることにより、株主の皆様と同じ視点での経営成績の評価に連動する仕組みを採用しております。

　（４） 取締役の任期は１年としており、毎年、取締役会を経て株主総会議案として内定し、株主総会にて選任しております。

　執行役員についても任期は１年としており、毎年、取締役会にて審議のうえ選任しております。

　また、監査役の選任については、監査役会の同意のもと、取締役会を経て株主総会議案として内定し、株主総会にて選任しております。

　（５） 社外取締役・社外監査役候補者の選任理由につきましては、本報告書「経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他の

コーポレート・ガバナンス体制の状況」の「１．機関構成・組織運営等に係る事項　【取締役関係】及び【監査役関係】」に記載しております。

　また、社外取締役・社外監査役以外の取締役・監査役候補者につきましても、「株主総会招集ご通知」の参考書類に個人別の経歴を記載してお
ります。

　（６） 経営陣幹部（取締役、執行役員）の解任につきましては、以下の基準を参考に取締役会において決定いたします。

　　　　①法令・定款に反する行為を行った場合

　　　　②健康上の理由から職務の継続が困難となった場合

　　　　③個別に設定された経営目標の達成の程度が著しく低い場合

　補充原則３－１－２

　当社は、海外投資家等の要望を受け、英語のIRウェブサイトを公開しております。東京証券取引所に対して適時開示を実施する場合は、英訳を
準備し、本ウェブサイトの「IR News」欄に掲載して閲覧に供しております。

　https://www.dmgmori.co.jp/corporate/en/ir/

　補充原則３－１－３

　当社は、持続可能な社会の達成に向けて、事業活動全体及び製品に関する取り組みを実施しております。

　まず、事業活動全体における取り組みに関しては、2021年にSBT（Science based-target）イニシアチブから温室効果ガス削減目標の認定を取得

し、当社の事業活動を支えるサプライチェーンを含む排出量の削減に取り組んでおります。SBTイニシアチブとは、WWF、CDP、世界資源研究所（
WRI）、国連グローバル・コンパクトにより結成された団体で、世界の平均気温の上昇を1.5度に抑えるという目標の達成に向けて、企業が科学的知
見と整合した目標（Science based-target）を設定することに対し、支援及び認定を行っています。当社が定めた目標は、Scope1とScope2の総排出

量を基準年となる2019年と比較して2030年までに46.2％削減すること、及び、Scope3の総排出量を基準年となる2019年と比較して2030年までに13
.5％削減することです。これらの目標達成をミッションとしたサステナビリティ推進部（旧カーボンニュートラル推進室）を設置し、サプライチェーンを
含む事業活動全体を見直した結果、2022年度におけるScope1とScope2の総排出量及びScope3の総排出量を、基準年に対してそれぞれ56.8％及
び7.1％削減することができました。今後も、太陽光発電やバイオマス発電設備の導入、グリーン電力への調達切り替え、お取引先各社への働き
かけなどを継続し、目標達成に取り組んでまいります。なお、当社は、2021年７月にTCFD（気候関連財務情報開示タスクフォース）への賛同を表明
し、気候変動に係るリスク及び収益機会が自社の事業活動や収益等に与える影響について、情報開示を行っております。これらの開示内容は、
下記リンクを通じてご覧いただけます。

https://www.dmgmori.co.jp/corporate/ir/ir_library/pdf/20210714_tcfd-recommendations.pdf　

　次に、製品に関しては、国際的に認定された持続可能な気候保護プロジェクトへの出資によるオフセットなどを通じて、グローバルで生産する全
商品の部品調達から商品出荷までの工程（Scope1・2及びScope3の上流工程）に関してカーボンニュートラルを達成したことを2021年３月に公表し
ております（これに伴うCO2排出量算定とオフセット処理に関しては、ドイツPricewaterhouseCoopers GmbH社による監査が完了しております）。一

方で、当社の主力製品である５軸加工機や複合加工機は、複数台の工作機械を工程集約により一台に置き換えることで、電力消費量をはじめエ
ネルギー資源の効率的な利用を可能にします。加えて、工程集約機以外の工作機械に関しても、高い加工精度（寸法・幾何学的形状精度、表面
粗さ）の機械は、その機械により加工された部品間の摩擦抵抗やはめあい公差の改善を可能にし、ひいては最終製品における省エネや製品寿命
の長期化に貢献することができます。「工作機械を通じて持続可能な社会に貢献する」という信念のもと、これからも環境負荷が小さく、生産性が
高い製品の開発に取り組んでまいります。

　サステナビリティに関する当社の取り組みの詳細に関しては、特設ウェブサイトがございますので、併せてご覧ください。

　https://www.dmgmori.co.jp/corporate/sustainability/index.html

　人的資本や知的財産への投資に関しては、当社の事業活動の継続及び製品の競争優位を支える根本的経営課題と考え、継続的な投資を行っ
ております。

　人的資本に関しては、当社は、「よく遊び、よく学び、よく働く」を経営理念に掲げ、従業員の有給休暇取得の推進（2022年度平均取得日数18.8
日）、12時間の勤務インターバル制度の管理徹底、充実した健康診断（全従業員の腹部エコー、該当年齢の胃・大腸内視鏡、胸部・腹部CT、マン
モグラフィー、子宮頸がん検査など）、社員寮の改築、増設、を実施しております。このような取り組みの結果、当社は経済産業省と日本健康会議
が共同で選定する「健康経営優良法人2023」の大規模法人部門ホワイト500に2023年３月に認定されました。健康経営優良法人認定制度は、特
に優良な従業員の健康管理を実践している企業を顕彰する制度です。当社は今後も従業員の健康の維持・増進に向けて取り組んでまいります。
また、当社では従業員の育成も重要視しています。階層別研修の実施に加え、リーダーシップスキル向上を目的とした管理者向け研修の実施、日
本・ドイツ・アメリカ・イタリア・ポーランドの開発系若手社員から役員まで総勢約300名が参加するGlobal Development Sumitの年１度の開催、東京

大学メタバース工学部の人工知能・起業家育成・次世代通信などの最新の工学や情報を学ぶ機会の提供、ＤＭＧ MORIアカデミー・修理復旧技能

研修センタ・加工計測技能研修センタでのエンジニアへの研修等を通じ、グローバルに活躍できる人材の育成を進めています。

　知的財産への投資に関しては、2023年から2025年の３年間で1,000億円程度の研究開発投資を計画しており、特に近年では製品や加工工程の
デジタル化において業界をリードする提案を行っております。研究開発の中で生まれた新技術は、開発担当部署と知的財産部が適宜特許として
権利化することにより、他の当社の商標、意匠、ノウハウや営業秘密といったその他の知的財産と共に当社の将来の競争力の源泉となるように保
護しております。加えて、従業員による博士課程取得の支援、国内外の大学、研究機関との共同研究開発、特定資格を取得した従業員への技能
給の支給、従業員の中で蓄積された経験を世代間で引き継ぐためのナレッジマネジメントの展開等の施策を実施することにより、グループ全体の
開発（約1,300名）や加工技術（約1,000名）が共に切磋琢磨し、未来の技術を生み出すための知的土壌を構築しています。

【原則４－１．取締役会の役割・責務（１）】

　補充原則４－１－１

　経営陣に対する委任の考え方として、一定金額以上の投資案件や重要な人事等の当社の事業運営に多大な影響を与える議案については、取
締役会において決議し、それ以外の議案については経営協議会で決議する運用をしております。委任の範囲については、取締役会規程等におい
て明確にしております。

　補充原則４－１－３

　当社では、若手・中堅社員と経営陣とが10-20年後の会社の発展を考える場を外部の専門家の助けも得ながら設けており、将来の経営幹部の育
成に取り組んでおります。



　2019年からはカンパニー制を導入し、2021年からは製造部門を分社化することでその長に中堅社員を登用して経験を積ませることなどにより、
後継者候補の育成に取り組んでおります。

　以上の日本国内での取り組みに加え、米州・欧州をはじめとする各国において候補者の育成を進めております。

【原則４－２．取締役会の役割・責務（２）】

　補充原則４－２－１

　当社では、社外取締役を除く取締役の報酬は、固定給部分、変動部分及び長期の業績連動報酬により構成しており、従業員の平均賃金（代表
取締役社長の金銭報酬の上限は、従業員の平均年収見込み額の50倍とする）との関連性を念頭に経営環境の変化及び業績に応じて適切に支
給しております。長期業績連動報酬としては、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。

【原則４－３．取締役会の役割・責務（３）】

　補充原則４－３－２及び４－３－３

　経営陣幹部（取締役、執行役員）の選解任については、【原則３－１．情報開示の充実】（６）に記載しております。

【原則４－９．独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】

　社外取締役及び社外監査役の選任に当たっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を採用しております。

【原則４－11．取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】

　補充原則４－11－１

　当社は、工作機械業界のリーダーとしてグローバルに事業展開を続けるためには、「企業経営」、「グローバル」、「マーケティング」、「工学」、「法
務」、「財務・会計」のスキルを取締役会が全体として有することが大切であると考えております。

　また、取締役会の多様性及び規模に関しては、当社の取締役会は２名の外国籍取締役を含む６名の社内取締役、２名の女性取締役を含む５名
の社外取締役、２名の社外監査役を含む３名の監査役から構成されており、11名という迅速な意思決定をしていくのに適切な規模でありつつ、個
人の有する知識・経験・能力やグローバルな視点などを反映したオープンで闊達で議論を可能にする多様性を確保していると考えております。

　なお、各取締役のスキル・マトリクスは以下の通りです。各取締役の略歴については、当社ウェブサイトに掲載の「定時株主総会　招集ご通知」に
記載しております。以下のURLをご参照ください。

　https://www.dmgmori.co.jp/corporate/ir/stock/shareholders_meeting.html

　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　企業経営　グローバル　マーケティング　工学　法務・コンプライアンス　財務・会計

森　雅彦　　　　　　　　　　　　　 ●　　　　　　●　　 　　　　 　●　　　　　 ●　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　●

玉井　宏明　　　　　　　　　　　　●　　　　　　●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　 ●

小林　弘武　　　　　　　　　　　　●　　　　　　●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●

藤嶋　誠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　 　　　 ●

ジェームス　ヌド　　　　　　　　　　　　　　　 　●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●

イレーネ　バーダー　　　　　　　　　　　　 　　●　　　　　　　　●

御立　尚資　　　　　　　　　　　　●　　　　　　●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●

中嶋　誠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　 ●

渡邊　弘子　　　　　　　　　　　　●　　　　　　●　　　　　　　　　　　　　　　●

光石　衛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　　　　　●

河合　江理子　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　 ●

　補充原則４－11－２

　取締役・監査役の他の上場会社の役員との兼任状況については、当社ウェブサイトに掲載の「定時株主総会　招集ご通知」に記載しております
ので、以下のURLをご参照ください。

　https://www.dmgmori.co.jp/corporate/ir/stock/shareholders_meeting.html

　補充原則４－11－３

　取締役会の有効性・適正性については、取締役会での審議を通じ分析・評価を行っており、当社の取締役会は建設的かつ活発な議論を通じて
適切な意思決定を行い、中長期的な企業価値向上に実効的な役割を果たしています。2017年３月の株主総会以降は社外取締役が２名から４名
に、2023年３月からはさらに５名に増加し、2021年３月からは１名の、2023年３月からは３名の女性取締役を登用したことに伴い、各取締役の多様
な経験や専門性を生かした議論が可能になったと考えております。

【原則４－14．取締役・監査役のトレーニング】

　補充原則４－14－２

　取締役・監査役へのトレーニングは適時・適切に実施しておりますが、それ以上に、それぞれが持つ各分野での優れた知識・知見を相互に提供
し合うことで実地でのトレーニングを実践することとしております。

【原則５－１．株主との建設的な対話に関する方針】

　当社は、株主との建設的な対話を合理的な範囲で実施しております。

２．資本構成

外国人株式保有比率 30%以上

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 18,464,000 14.70



株式会社日本カストディ銀行（信託口） 9,523,900 7.58

THE BANK OF NEW YORK MELLON 140051

（常任代理人　株式会社みずほ銀行）
6,426,500 5.12

ＤＭＧ森精機従業員持株会 4,635,840 3.69

森　雅彦 3,591,485 2.86

株式会社日本カストディ銀行

（森記念製造技術研究財団口）
3,500,000 2.79

BBH FOR UMB BK, NATL ASSOCIATION-GLOBAL ALPHA INTL SMALL CAP FUND LP

（常任代理人　株式会社三菱UFJ銀行）
2,396,810 1.91

野村信託銀行株式会社（投信口） 2,289,600 1.82

RBC IST 15 PCT NON LENDING ACCOUNT-CLIENT ACCOUNT

（常任代理人　シティバンク、エヌ・エイ東京支店）
1,943,760 1.55

ＤＭＧ森精機取引先持株会 1,901,500 1.51

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

持株比率は自己株式を控除して計算しております。

１．2022年12月６日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書において、三井住友信託銀行株式会社及びその他の共同保有者２社が2022年11
月30日現在でそれぞれ以下のとおり株式を保有している旨が記載されているものの、当社として2022年12月31日現在における実質所有株式数の
確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

　(1) 氏名又は名称：三井住友信託銀行株式会社

　　　住所：東京都千代田区丸の内１丁目４番１号

　　　保有株券等の数：3,500千株

　　　株券等保有割合：2.78％

　(2) 氏名又は名称：三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

　　　住所：東京都港区芝公園１丁目１番１号

　　　保有株券等の数：4,708千株

　　　株券等保有割合：3.74％

　(3) 氏名又は名称：日興アセットマネジメント株式会社

　　　住所：東京都港区赤坂９丁目７番１号

　　　保有株券等の数：1,936千株

　　　株券等保有割合：1.54％

　

２．2021年２月22日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書において、ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー及びその他の共同保有者１社が
2021年２月17日現在でそれぞれ以下のとおり株式を保有している旨が記載されているものの、当社として2021年12月31日現在における実質所有
株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

　(1) 氏名又は名称：ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー

　　　住所：カルトン・スクエア、1グリーンサイド・ロウ、エジンバラ EH1 3AN スコットランド

　　　保有株券等の数：7,646千株

　　　株券等保有割合：6.07％

　(2) 氏名又は名称：ベイリー・ギフォード・オーバーシーズ・リミテッド

　　　住所：カルトン・スクエア、1グリーンサイド・ロウ、エジンバラ EH1 3AN スコットランド

　　　保有株券等の数：6,291千株

　　　株券等保有割合：4.99％

３．2022年12月７日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書において、野村證券株式会社及びその他の共同保有者２社が2022年11月30日現
在で以下の株式を保有している旨が記載されているものの、当社として2022年12月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、
上記大株主の状況には含めておりません。

　(1) 氏名又は名称：野村證券株式会社

　　　住所：東京都中央区日本橋１丁目13番１号

　　　保有株券等の数：7,694千株

　　　株券等保有割合：5.76％

　(2) 氏名又は名称：ノムラ　インターナショナル　ピーエルシー

　　　住所：1 Angel Lane, London EC4R 3AB, United Kingdom



　　　保有株券等の数：248千株

　　　株券等保有割合：0.20％

　(3) 氏名又は名称：野村アセットマネジメント株式会社

　　　住所：東京都江東区豊洲２丁目２番１号

　　　保有株券等の数：3,448千株

　　　株券等保有割合：2.74％

４．2022年12月21日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書において、グローバル・アルファ・キャピタル・マネージメント・エルティーディーが20
22年12月16日現在で以下の株式を保有している旨が記載されているものの、当社として2022年12月31日現在における実質所有株式数の確認が
できませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

　(1) 氏名又は名称：グローバル・アルファ・キャピタル・マネージメント・エルティーディー

　　　住所：カナダ　ケベック州モントリオール市マギル・カレッジ1300-1800

　　　保有株券等の数：9,476千株

　　　株券等保有割合：7.52％

５．2022年10月６日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、ブラックロック・ジャパン株式会社及びその他の共同保有者９社が2
022年９月30日現在で以下の株式を保有している旨が記載されているものの、当社として2022年12月31日現在における実質所有株式数の確認が
できませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

　(1) 氏名又は名称：ブラックロック・ジャパン株式会社

　　　住所：東京都千代田区丸の内１丁目８番３号

　　　保有株券等の数：1,685千株

　　　株券等保有割合：1.34％

　(2) 氏名又は名称：ブラックロック・アドバイザーズ・エルエルシー

　　　住所：米国　デラウェア州　ウィルミントン　リトル・フォールズ・ドライブ　251

　　　保有株券等の数：174千株

　　　株券等保有割合：0.14％

　(3) 氏名又は名称：ブラックロック・フィナンシャル・マネジメント・インク

　　　住所：米国　デラウェア州　ウィルミントン　リトル・フォールズ・ドライブ　251

　　　保有株券等の数：214千株

　　　株券等保有割合：0.17％

　(4) 氏名又は名称：ブラックロック（ネザーランド）BV

　　　住所：オランダ王国　アムステルダム　HA1096　アムステルプレイン　1

　　　保有株券等の数：242千株

　　　株券等保有割合：0.19％

　(5) 氏名又は名称：ブラックロック・ファンド・マネジャーズ・リミテッド

　　　住所：〒EC2N 2DL 英国　ロンドン市　スログモートン・アベニュー　12

　　　保有株券等の数：199千株

　　　株券等保有割合：0.16％

　(6) 氏名又は名称：ブラックロック（ルクセンブルグ）エス・エー

　　　住所：ルクセンブルク大公国　L-1855　J. F. ケネディ通り　35A

　　　保有株券等の数：129千株

　　　株券等保有割合：0.10％

　(7) 氏名又は名称：ブラックロック・アセット・マネジメント・カナダ・リミテッド

　　　住所：カナダ国　オンタリオ州　トロント市　ベイ・ストリート　161　2500号

　　　保有株券等の数：210千株

　　　株券等保有割合：0.17％

　(8) 氏名又は名称：ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド

　　　住所：〒4 D04　YW83　アイルランド共和国　ダブリン　ボールスブリッジ　ボールスブリッジパーク 2 1階

　　　保有株券等の数：190千株

　　　株券等保有割合：0.15％

　(9) 氏名又は名称：ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ

　　　住所：米国　カリフォルニア州　サンフランシスコ市　ハワード・ストリート　400

　　　保有株券等の数：1,407千株

　　　株券等保有割合：1.12％

　(10) 氏名又は名称：ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.

　　　住所：米国　カリフォルニア州　サンフランシスコ市　ハワード・ストリート　400

　　　保有株券等の数：2,010千株

　　　株券等保有割合：1.60％

３．企業属性



上場取引所及び市場区分 東京 プライム

決算期 12 月

業種 機械

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高 1000億円以上1兆円未満

直前事業年度末における連結子会社数 100社以上300社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

　当社は、東京証券取引所スタンダード上場の株式会社太陽工機の議決権を50.9％ （2,988千株）保有し、連結子会社としております。

　太陽工機は、研削盤を製造しており、当社とは製品及び需要サイクルにおいて異なっております。それ故、太陽工機を別会社とする評価体系を
継続すると同時に、上場を維持することで同社経営陣及び従業員のモチベーションを高めることが有効であると考えております。実際に、経営陣
及び従業員へ株式報酬制度を導入し、太陽工機の企業価値向上に努め、結果として当社の企業価値向上に貢献するものと期待しております。太
陽工機の少数株主保護については、取締役総数５人の内２人、すなわち取締役会の三分の一以上が社外取締役で構成されており、太陽工機と
当社の間のグループ内取引については、他の一般の取引先と同様に市場価格を勘案し、その都度価格交渉を行ったうえで公正かつ適正に決定
しており、その取引状況は当社取締役会において定期的に確認しております。

Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 員数の上限を定めていない

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 11 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 5 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

5 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

御立　尚資 他の会社の出身者 △

中嶋　誠 他の会社の出身者 △

渡邊　弘子 他の会社の出身者 ○



光石　衛 学者 △

河合　江理子 他の会社の出身者 ○

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

御立　尚資 ○

御立氏は、令和３年12月までボストン・コ
ンサルティング・グループでシニアアドバイ
ザーを務めておられました。ボストン・コン
サルティング・グループは当社の取引先で
はありますが、その取引額は独立性に影
響を及ぼす額ではありません。

ボストン・コンサルティング・グループにおける
長年の経営コンサルタントまた経営者としての
豊富な経験・専門知識をお持ちであることか
ら、社外取締役としての職務を適切に遂行して
いただけるものと判断しています。なお、一般
株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し
同氏を独立役員に指定しています。

中嶋　誠 ○

中嶋氏は、平成28年６月まで住友電気工
業株式会社専務代表取締役を務めておら
れました。住友電気工業株式会社は当社
の取引先ではありますが、その取引額は
独立性に影響を及ぼす額ではありませ
ん。

特許庁長官や住友電気工業株式会社の専務
代表取締役等を歴任され、また弁護士資格を
お持ちであることから、豊富な経営経験に加え
法曹としての見識を活かし社外取締役としての
職務を適切に遂行していただけるものと判断し
ています。なお、一般株主と利益相反の生じる
おそれがないと判断し同氏を独立役員に指定
しています。

渡邊　弘子 ○

渡邊氏は、現在富士電子工業株式会社
の代表取締役社長を務められておりま
す。富士電子工業株式会社は当社の取引
先ではありますが、その取引額は独立性
に影響を及ぼす額ではありません。

工作機械と同様に製造業を支える金属熱処理
業において、経営者としてのみならず業界団体
の役員としても、豊富な経験と知見をお持ちで
あることから、社外取締役としての職務を適切
に遂行していただけるものと判断しています。
なお、一般株主と利益相反の生じるおそれがな
いと判断し同氏を独立役員に指定しています。

光石　衛 ○

光石氏は、令和３年３月まで東京大学大
学執行役・副学長を務めておられました。
東京大学は当社の寄付先であり、当社と
東京大学は共同研究も行っていますが、
その寄付額及び取引額は独立性に影響
を及ぼす額ではありません。

東京大学大学院工学系研究科教授や同研究
科長、東京大学工学部長を歴任されており、精
密機械工学をはじめとする分野について幅広く
卓越した知見と豊富な経験をお持ちであること
から、社外取締役としての職務を適切に遂行し
ていただけるものと判断しています。なお、一般
株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し
同氏を独立役員に指定しています。

河合　江理子 ○ ―――

国際的な企業や国際機関における豊富な経験
に加え、経営者としての経験と実績をお持ちで
あることから、社外取締役としての職務を適切
に遂行していただけるものと判断しています。
なお、一般株主と利益相反の生じるおそれがな
いと判断し同氏を独立役員に指定しています。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

なし

【監査役関係】



監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 員数の上限を定めていない

監査役の人数 3 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

　監査役と内部監査室との連携状況につきましては、監査役は内部監査室より、内部統制の状況について定期的に報告を受けております。

　監査役及び内部監査室と会計監査人との連携状況につきましては、四半期毎の定期的な打合せに加え、必要に応じて随時打合せを実施し、

積極的に意見・情報交換を行うことにより、適正で厳格な会計監査が実施できるよう努めております。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 2 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

川村　嘉則 他の会社の出身者 △

岩瀬　隆広 他の会社の出身者 △

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

川村　嘉則 ○

川村氏は、株式会社三井住友銀行の取
締役を務めておられました。株式会社三
井住友銀行は当社の主要取引銀行では
ありますが、川村氏は平成23年４月に同
行役員を退任され、同行との関係がなく
なっているため、独立性に影響を及ぼすと
ころはありません。

株式会社三井住友銀行の取締役兼副頭取を
はじめとする長年の金融機関経営に携わった
業務経験、当社製品の主要な需要地の一つで
ある米国での豊富なビジネス経験と見識を当
社の監査体制に活かし、意思決定の妥当性・
適正性を確保する意見及び企業経営の観点か
ら監査に関する意見を期待できるものと判断し
ています。なお、一般株主と利益相反の生じる
おそれがないと判断し同氏を独立役員に指定
しています。



岩瀬　隆広 ○

岩瀬氏は、トヨタ自動車株式会社及びトヨ
タ車体株式会社の役員を経て、令和２年６
月まで愛知製鋼株式会社代表取締役会
長を務めておられました。愛知製鋼株式
は当社の取引先ではありますが、その取
引額は独立性に影響を及ぼす額ではあり
ません。

トヨタ自動車株式会社をはじめとする製造業に
おける長年の経営者としての豊富な経験と見
識をお持ちであり、これらを当社の監査に反映
していただけるものと判断しています。なお、一
般株主と利益相反の生じるおそれがないと判
断し同氏を独立役員に指定しています。

【独立役員関係】

独立役員の人数 7 名

その他独立役員に関する事項

　独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

業績連動報酬制度の導入、その他

該当項目に関する補足説明

○業績連動報酬制度の導入

　社外取締役を除く取締役の報酬は、固定給部分、変動部分及び長期の業績連動報酬（譲渡制限付株式）により構成されており、従業員の平均
賃金との関連性を念頭に経営環境の変化及び業績に応じて適切に支給しております。固定報酬である基本報酬は、各取締役の役位及び責任の
大きさ等に応じて決定しております。業績連動報酬のうち、単年度の業績に連動する賞与は、最大で年次の基本報酬の1.5倍（代表取締役社長以
外は最大で１倍）となるように設定され、連結業績指標と個人業績評価の組み合わせで決定しております。但し、取締役社長に関しては、連結業
績指標のみとしています。

○譲渡制限付株式報酬制度の導入

　2018年３月22日開催の第70回定時株主総会において、取締役（社外取締役を除く）を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセン
ティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度（年額300百万円以内）を導入する
ことが決議されました。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 一部のものだけ個別開示

該当項目に関する補足説明

2022年度における取締役及び監査役の報酬等の額は、下記のとおりであります。

　　森　雅彦　　　　　　　　　 379百万円

　　玉井　宏明　　　　　　　　180百万円

　　小林　弘武　　　　　　　　178百万円

　　クリスチャン　トーネス　676百万円　（DMG MORI AGから支払）

　　藤嶋　誠　　　　　　　　　 129百万円

　　ジェームス　ヌド　　　　 179百万円　（一部はDMG MORI USA, Inc.及びDMG MORI EMEA GmbHから支払）



　　社外取締役４名　　　　　 96百万円

　　川山　登志雄　　　　　　　35百万円

　　社外監査役２名　　　　　 30百万円

(1) 2019年３月22日開催の第71回定時株主総会において、取締役の報酬等の額を「総額を年額2,000百万円以内（うち、社外取締役分200百万円

以内）」と決議いただいております。

(2) 2007年６月28日開催の第59回定時株主総会において、監査役の報酬等の額を「総額を年額100百万円以内」と決議いただいております。

(3) 取締役（社外取締役を除く）に対して、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共

有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

　当社の役員報酬制度は、当社の企業価値の持続的な向上に資する人材をグローバル規模で獲得し、リテインできるよう、短期・長期の会社業績
との高い連動性、各国市場での公開企業に求められる報酬に関する透明性及び競争力のある水準を確保する事を方針としております。

　具体的には、ドイツ証券市場の上場会社であるDMG MORI AGを連結決算対象企業とし、日本国籍以外の取締役を選任する当社の事業環境か

ら、報酬額の多寡に関わらず報酬情報の開示がなされる透明性の高い役員報酬制度を有するドイツの役員報酬をベンチマークとし、固定報酬と
変動報酬で構成しております。このうち変動報酬は、単年度の業績に応じた短期業績連動報酬としての「賞与」と複数年度の業績を反映する長期
業績連動報酬としての「株式報酬」で構成しております。

　但し、業務執行から独立した立場にある社外取締役及び監査役については、固定報酬である基本報酬のみとしております。

　なお、取締役の報酬等の額は、2019年３月22日開催の第71回定時株主総会において「総額を年額2,000百万円以内（うち社外取締役分200百万
円以内）」及び、別枠として2018年３月22日開催の第70回定時株主総会において譲渡制限付株式付与のための報酬として「総額を年額300百万円
以内」と決議いただいております。また、監査役の報酬等の額は、2007年６月28日開催の第59回定時株主総会において「総額を年額100百万円以
内」と決議いただいております。

　取締役報酬の方針及び構成については、社内取締役１名、社外取締役１名、社外監査役１名から構成される任意の報酬委員会に諮問し、答申
を受けたうえで、社外取締役５名及び社外監査役２名を含む取締役会において決定しています。各取締役の管掌部門の業績評価及び賞与支給
額についても、報酬委員会に諮問し、答申を受けております。取締役報酬は、当該答申を受けたうえで、DMG MORI AGの監査役会議長であり、同

社における報酬委員会の審議の過程と報酬総額決定方法に関して熟知している代表取締役社長森雅彦にその個別の額の決定を委託のうえ、賞
与の確定時も含め、各取締役の金額決定方法及びその金額を取締役会で報告しております。

　取締役報酬のうち、固定報酬である基本報酬は、各取締役の役位及び責任の大きさ等に応じて決定しており、代表取締役社長：代表取締役副
社長：取締役副社長：取締役で４：２：1.4：１の比率となるよう設定しております。業績連動報酬のうち、単年度の業績に連動する賞与は、最大で年
次の基本報酬の1.5倍（代表取締役社長以外は最大で１倍）となるように設定され、連結業績指標と個人業績評価の組み合わせで決定しておりま
す。但し、代表取締役社長に関しては、連結業績指標のみとしております。また、代表取締役社長の金銭報酬は、当年の従業員の平均年収の50
倍を上限としております。株式報酬については、譲渡制限付株式報酬を不定期に付与しており、都度取締役会において決定しております。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

　社外取締役には取締役会開催の数日前に資料を送付し、必要に応じて事務局スタッフ等が直接内容説明を行う等のサポートをしております。

　監査役室に専任の職員を１名以上置いて、社外監査役の活動をサポートしております。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

　当社は監査役制度を採用しています。実績のある監査役制度による監査を前提に、トップダウンによる機動的かつ効率的な業務執行を基本とし
ています。

　取締役会は2023年５月25日現在、11名の取締役のうち５名が社外取締役（社外役員比率45%）、３名が女性取締役（女性役員比率27%）で構成さ
れています。当社では、市場環境及び技術トレンドの変化の激しい工作機械業界にあって迅速な意思決定を旨として取締役とこれを支える執行役
員による経営体制を構築してきましたが、2015年からは社外取締役の選任を進め、経営にいっそうの透明性・客観性を付与しました。また当社の
社外取締役は、組織経営のプロでありながら技術系のバックグラウンドをはじめとして、さまざまな専門知識と幅広い視野を有しています。2019年
３月にはDMG MORI AGとDMG MORI USA, INC.のトップが取締役のメンバーとなり、また2021年３月の株主総会より女性の社外取締役を迎え、よ

り多様な意見が反映される経営陣の構築を図っています。

　取締役会では当社の将来を見据えた重要な戦略などを議論することとしており、日常の業務執行に関する議論は執行役員会及び経営協議会で
行っています。執行役員会及び経営協議会の内容は、取締役会で報告・議論され、これにより取締役会での業務執行の機動性を損なうことなく、
取締役会への透明性を確保しています。

　監査役会は、執行役員経験者であり社内事情に精通した常勤監査役と独立性の高い社外監査役から構成されています。各監査役は、監査方
針に従って取締役会、執行役員会、経営協議会その他重要な会議に出席し意見を述べ、また、重要な決議書類等の閲覧を行い、さらには、海外
を含む本社各部門及び各事業所、関連子会社に対し厳正な監査を実施しています。このようにして、取締役による迅速な意思決定と取締役会の
活性化を図り、経営の公正性及び透明性を高め効率的な企業統治体制を確立しています。

　なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独
立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。



３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

　社外取締役及び社外監査役については、当社との人的・取引関係その他の利害関係はなく、高い独立性を保持しております。

　社外取締役を５名体制とすることで、経営に対する監視・監督機能を強化しております。

　各社外監査役は常勤監査役と連携して、監査役会にて監査方針、監査計画、監査方法、業務分担を審議、決定し、これに基づき年間を通して監
査を実施しております。また、経営トップ並びに各取締役と定期的な意見交換を実施するとともに、適宜、工場、グループ会社等の現場往査を行っ
ております。会計監査人との間では定期的に会合を開催することで情報共有を図っております。

Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

集中日を回避した株主総会の設定 2022年度株主総会は2023年３月28日に開催いたしました。

電磁的方法による議決権の行使
インターネット（パソコン、スマートフォン又は携帯電話等）による議決権行使を可能として
います。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

株式会社ＩＣＪが運営する議決権電子行使プラットフォームに参加しています。

招集通知（要約）の英文での提供 招集通知（狭義及び参考書類）の英訳版を作成し、当社ウェブサイトに掲載しています。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表

私たちは、株主・投資家を始めとするステークホルダーの皆様が当社へのご理
解を深めていただけるよう、迅速かつ正確で公平な情報開示に努めます。

また、IR活動をはじめとするコミュニケーション活動を展開し、当社への理解と
信頼を得られるよう努めます。

詳細については、当社ウェブサイトの「ディスクロージャーポリシー」に記載して
おりますので、以下のURLをご参照ください。

https://www.dmgmori.co.jp/corporate/ir/managerial_policy/corporategovernan
ce/disclosure/

個人投資家向けに定期的説明会を開催 年４回、動画配信方式の説明会を実施。 あり

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

年４回、動画配信方式の説明会を実施。 あり

海外投資家向けに定期的説明会を開催 欧州、米州、アジア向けに、Web会議でそれぞれ実施 あり

IR資料のホームページ掲載

以下のIR資料は、当社ウェブサイト(https://www.dmgmori.co.jp/corporate/ir/)
に掲載しています。

決算情報、決算情報以外の適時開示資料、有価証券報告書、または四半期
報告書、統合報告書、株主総会の招集通知、株主通信など株主向け情報を掲
載しています。

IRに関する部署（担当者）の設置 IRに関する専任部署として、経理財務本部にIR部を設置しています。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明



社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

当社は、責任ある企業市民として地域、社会に貢献することを「経営理念」において規定し
ています。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

環境保全活動については、持続可能な社会を目指し、脱炭素社会や資源循環型の社会に
向けた取り組みを行っております。2021年、当社はグローバルで生産する全商品の部品調
達から商品出荷までの工程においてカーボンニュートラルを達成いたしました。さらに、202
1年にSBT（Science Based Targets）イニシアチブから温室効果ガス削減目標の認定を取

得し、Scope1とScope2の排出量に対して、2030年に、基準年の2019年の排出量から総量
ベースで、46.2％の削減、Scope3の排出量に対して、13.5％の削減を目標とし、サプライ
チェーン全体での排出量の削減に取り組んでおります。具体的には、グリーン電力の採用
や、工場屋根への太陽光パネル(伊賀工場13.4MW、奈良工場2.9MW)の計画設置、小型バ
イオマス発電設備を導入し、排熱の有効利用に加え、燃料チップには、周辺地域の間伐材
を使用し、森林整備や林業振興にも貢献しています。また、伊賀工場周辺の耕作放棄地で
のワイン用葡萄栽培や、奈良工場周辺での桜の植樹など、緑化推進の取り組みも行なっ
ています。

CSR活動については、工作機械産業の発展及び地球環境保全に貢献する事を目的とし
て、研究開発支援及び人材育成支援に加え、地域の文化的な環境構築に関連する事業の
支援を行っています。

これらのCSR活動を推進することを目的として、一般財団法人森記念製造技術研究財団を
2016年３月に設立しております。

当社の様々な活動について、当社ウェブサイトの「サステナビリティ専用Webページ」に詳し
く記載しておりますので、以下のURLをご参照ください。

https://www.dmgmori.co.jp/corporate/sustainability/

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

「２．IRに関する活動状況」に記載したIR関係の情報提供に加えて、株主の皆様対象の見
学会、顧客に対するニュースレターの配信や、商社・販売店対象の説明会と、仕入先対象
の説明会をそれぞれ実施しております。また、2012年１月には社会や企業を支える「つなが
り」を基本コンセプトとした広報誌「つながり」を創刊し、情報を発信しております。なお、従
業員に対しては社長もしくは取締役による経営方針及び業績の説明会を定期的に開催し
ております。

その他

当社では、多様な働き方により生産性の向上を目指しております。

コアタイム制とシフト制を導入することで、より効率的な働き方の推進、残業削減を目指し
ております。また、部署ごとに繁忙期や行事を考慮した年間の出勤カレンダーの作成、一
日の労働時間のあり方の見直しを行っております。オンとオフのしっかりとした切り替えが
仕事の活力につながっております。さらに、DMG MORIで働く約12,000人の社員には、世界

中どこでも、自国内ならばどこでも、地域を限定、という３つの活躍の仕方があり、各自の
能力と専門性に応じて働き方を選ぶことができます。また、2017年以降は全社を挙げて働
き方改革への取り組みをより一層強化しております。DMG MORIグループ内にある、ドイツ

をはじめとしたヨーロッパ社員の働き方をベンチマークし、残業ゼロに向けた意識改革、在
宅勤務の拡充、社内託児所の設置、コアタイム制の導入などでワークライフバランス作りを
進め、生産性及び効率性の向上に積極的に取り組んでいきます。

Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社は取締役会において以下のとおり「内部統制基本方針」を決議し、実施しております。

１．取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

　当社は、経営理念、社員ハンドブック、輸出管理プログラム、環境・労働安全衛生・品質マネジメントシステム、税務ポリシーなどの各種行動規範
規程・ルールにより、取締役、執行役員、役職員の具体的行動に至る判断基準を明示しております。

　代表取締役社長を議長とする経営協議会を設置し、同会がこれら行動規範の整備、コンプライアンスの推進、役職員への教育、横断的な統括な
どにおいて、実行機能しうる体制としております。

　反社会団体による組織暴力に対しては、組織として毅然とした対応をし、反社会的勢力を排除することを基本方針として取り組んでおります。

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　当社は、株主総会議事録、取締役会議事録、経営協議会議事録、執行役員会議事録、各部門会議議事録、及び電子稟議書システムを通じた
日常の意思決定・業務執行の情報などを管理・保存しており、また、取締役及び監査役はこれら情報を文書又は電磁的媒体で常時閲覧できる体
制にあります。

　「取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する規程」を整備し、職務執行に係る情報の保存及び管理の体制をより明確にしておりま
す。

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　当社は、マネジメントシステムによる環境・労働安全衛生・品質のリスク管理、財務報告の信頼性に係るリスク管理、輸出管理プログラムによるリ
スク管理、電子稟議書システムによる日常業務上でのリスク管理などを実践しております。

　代表取締役社長を議長とする経営協議会を設置し、代表取締役社長が統括責任取締役及びカテゴリー毎に責任取締役を任命し、同会がグ
ループ全体のリスクを網羅的・総括的に管理していける体制づくりに取り組んでおります。

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　当社は、以下の経営管理システムを用いて、取締役の職務の執行の効率化を図っております。また、取締役を補佐し、より迅速な意思決定と効
率的な業務執行を行うことを目的として執行役員制度を導入しております。



　１）電子稟議書システムを用いた迅速な意思決定

　２）取締役会、経営協議会、執行役員会、及び各部門会議における取締役、執行役員、及び幹部職員の執行状況報告と監査役による職務執行
監視

　３）取締役会、経営協議会、執行役員会、及び各部門会議による事業計画の策定、事業計画に基づく事業部門毎の業績目標と予算の設定とIT
を活用した月次・四半期毎業績管理の実施

　４）取締役会、経営協議会、執行役員会、及び各部門会議による月次業績のレビューと改善策の実施

５．当会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

　当社子会社においても、その性質及び規模に応じて当社と同様の経営システムを適用し、又は準拠することで、子会社の取締役等の職務の執
行が効率的に行われることを確保しております。

　そのうえで当社は、電子稟議書・週報システムの連結ベース運用、連結ベースでの各種定例会議、代表取締役社長並びに担当取締役の定期・
不定期訪問、子会社定期内部監査等を通じて子会社・関連会社の業務を把握し、その適正を確保することに努めております。

　具体的には、当社取締役の１名以上が子会社の取締役又は監査役を兼任することで、子会社の取締役会及びその他の重要会議に出席し、子
会社の取締役及び業務を執行する社員からの職務の執行に係る事項の報告を把握できる体制としています。

　また、当社の内部監査部門が子会社の性質や規模に応じた合理的な内容で、子会社のリスク管理の状況について監査を実施するとともに、子
会社からの報告については、報告内容及び子会社の規模に応じて、監査役による子会社監査時及び子会社監査役などとの監査情報連絡会など
で情報を共有できる体制を構築しております。

　上記報告体制・監査体制を前提に、当社代表取締役社長直轄部門、管理本部、人事本部及び経理財務本部をグループ全体の内部統制に関す
る担当部門として、当社及びグループ各社間での内部統制に関する協議、情報の共用化、指示・要請の伝達が効率的に行われるシステムを含む
体制の構築を進めております。

６．.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びにその使用人の取締役からの独立性
に関する事項

　当社は、現状監査役を補助する専任の職員を１名以上配置しております。

　補助職員の人事異動、評価などは監査役の同意事項とし、また、監査の実効性を高め、独立性を確保するための体制について、監査役と定期
的な意見交換を実施しております。

７．取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制、報告した者が当該報告をしたことを理由に不利
な取扱いを受けないことを確保するための体制

　当社は、監査役が、取締役会、経営協議会、執行役員会、各部門会議などの定例重要会議に出席し決議事項及び報告事項を聴取し、必要に応
じ取締役、執行役員、又は役職員などに報告を求めております。

　取締役、執行役員及び役職員は、当社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実を発見したときは、ただちに監査役会又は監査役に当該事実を
報告することとし、「監査役監査の実効性確保に関する規程」を整備しその詳細を明示しております。また、監査役会又は監査役は、取締役、執行
役員、又は役職員などに対し報告を求めることができるものとしております。

　当社は、監査役への報告を行った当社グループの役職員に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当
社グループの役職員に周知徹底しております。

８．監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に関する方
針に関する事項

　当社は、監査役がその職務の執行について、費用の前払等の請求をしたときは、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に
必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用を処理するものとします。

９．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

　当社は、監査役会又は監査役が、代表取締役社長、会計監査人とそれぞれ定期、臨時的に意見交換を実践しております。

今後ともこのような体制を維持し継続してまいります。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

　当社グループは、反社会団体による組織暴力に対しては、組織として毅然とした対応をします。

　　１．反社会的勢力を排除する基本方針を明確に打ち出す。

　　２．反社会勢力の威嚇には、警察等と連携して対応する。

　　３．業界団体や地域企業と連携し、反社会的勢力の排除に取り組む。

Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項



【適時開示体制の概要】

　当社は、顧客・従業員・株主をはじめとする利害関係者（ステークホルダー）への情報提供を適時適切に行うことが重要な経営課題の一つである
と考え、積極的な企業情報の開示に取り組んでいます。

【関連部署の役割】

１．社長直轄部門・経理財務本部・管理本部

　　　適時開示に関連する情報を社長直轄部門・経理財務本部・管理本部が一元的に収集し、開示資料を作成する体制を整備しています。

　　　また、その他にも、証券取引所への届出、プレスリリースの実施、ホームページの更新などの開示関連業務や、適時開示及びインサイダー

　　取引規制に関する全社的な教育を行っています。

２．開示情報統制委員会

　　　社長直轄部門・経理財務本部・管理本部にて収集された情報及び作成された開示情報は、取締役、監査役、適時開示担当の経理担当者、

　　IR担当者などが出席する開示情報統制委員会により、開示の要否が判断されます。なお、基本的に適時開示の実施は取締役会の判断に

　　よっておりますが、発生事実による適時開示に関しては、開示情報統制委員会での判断による情報開示の後、取締役会へ事後報告する場合

　　があります。

３．監査役会・内部監査室

　　　独立的な立場からの監査役監査及び内部監査により、適時開示に係る社内体制についてモニタリングを実施しています。



 

【模式図】 

 




